
医学部入学定員の増員に伴う関係規則の整備について

大学設置基準には、必要な専任教員数や校舎等の面積の基準が学部の収容定員に
応じて規定。

その際、医学部に関しては、十分な教育指導の確保のため、収容定員７２０人（入学定
員１２０人）を上限として設定しており、専任教員については、臨床に必要な全診療科
に対応する講座等を設け、教育・研究・診療を一体として担うため、基本的に収容定員
の如何に関わらず一定（１４０人）に設定。

制度の概要制度の概要

地域の医師確保の観点から平成２２年度から３１年度の１０年間の医学部の入学定
員を増員することが認められたことを踏まえ、１２０人を超えて増員しようとする大学に
ついて、期限付定員増であることを勘案しながら医学教育の質を確保するため、必要
な教員等の基準を定める。

改正等の主旨改正等の主旨

①必要な専任教員数、校舎等の面積の基準を設定（大学設置基準（省令）の改正）

②入学定員１２０人を超えて増加する大学が算定する専任教員数の基準を設定
（文部科学省告示の制定）

年間６単位以上の授業科目を担当していること かつ
１週間当たり１６時間（法定労働時間の４割）を超えて教育研究に従事していること

平成２１年１０月 中央教育審議会大学分科会での審議を経て設置基準等の改正

１２月 大学設置分科会、学校法人分科会による審議を経て認可

平成２２年 ４月 医学部入学定員の増員

今後のスケジュール今後のスケジュール

③上記に該当する申請を行う大学に、専任教員の教育研究への従事状況を記した名簿
の提出を規定 （大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続規則（省令）の改正）

６人につき１００㎡の割合で加算３５，１００㎡附属病院面積

６人につき７５㎡の割合で加算１８，２５０㎡校舎面積

１５０人１４０人専任教員数

120人を超えて増員する場合の基準120人の場合の基準区分
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